
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やまがた健康マイレージ事業とは？ 

 やまがた健康マイレージ事業は、県民の皆様の健康づくりを促進する取組

みです。 

 運動や健康診断などに参加するとポイントがもらえ、一定のポイントがた

まると、市町村から「やまがた健康づくり応援カード」が交付されます。 

 このカードを「健康づくり協力店」で提示すると割引などの特典が受けら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※やまがた健康づくり応援カードの発行基準やポイントの獲得方法は市町村により異なります。 

※やまがた健康マイレージ事業を実施しない市町村もあります。 

※応援カードの有効期間は、発行日から１年間です。 

 

◆ 山形県では、幅広い年代で健康づくりに取り組む意欲を高めていただくた

め、「やまがた健康マイレージ事業」を、平成２７年度から市町村と協働で

実施しています。 

◆ ただいま、健康づくりに取り組む方に、様々なサービスを提供していただ

ける協力店舗・施設を募集しています。 

◆ ぜひ、趣旨に御賛同いただき、「協力店」への登録をお願いします。 

 



 

 

○ やまがた健康づくり応援カードを提示した方に対して、 

割引サービス等の提供をお願いします。 

○ 貴店舗・施設が提供するサービス内容を記載した 

「やまがた健康づくり協力店」のステッカーの掲示を 

お願いします。健康づくりを応援している店舗・施設 

としてイメージアップ効果が期待できます。 

○ サービス内容は独自に決めていただいて結構です。 

（サービス内容はあくまでカードを提示したことに対 

するものとしてください。） 

 

【サービスの例】 

ドリンク１杯無料、○○円以上のお買い物で○○プレゼント、 

毎月○日はポイント２倍、など・・・。店舗・施設で独自に 

設定してください。 

 

 

やまがた健康まいれー協力店 

１ 申込書の入手方法 

  山形県のホームページから「やまがた健康マイレージ協力店申込書」をダウン

ロードしてください。 

２ 申込書の提出先（郵送、FAX 可） 

  県がん対策・健康長寿日本一推進課又は最寄りの各総合支庁（保健所）に提

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ お問合せ先 

   

 

協力店舗・施設の皆様へお願い 

「協力店」の申込み方法 

山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課 

山形市松波２－８－１ ／ 電話 023-630-2337 ／ FAX 023-630-2271 

協力店ステッカー   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力店ステッカーは、申

込いただいた店舗・施設

に随時送付します。 

●山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課 

山形市松波２－８－１ ／ 電話 023-630-2337 ／ FAX 023-630-2271 

●村山総合支庁地域健康福祉課 

 山形市十日町１－６－６ ／ 電話 023-627-1357 ／ FAX 023-622-0191 

●最上総合支庁地域健康福祉課 

 新庄市金沢字大道上２０３４ ／ 電話 0233-29-1267 ／ FAX 0233-23-7635 

●置賜総合支庁保健企画課 

 米沢市金池７－1－５０ ／ 電話 0238-22-3004 ／ FAX 0238-22-3003 

●庄内総合支庁保健企画課 

 三川町大字横山字袖東１９－１ ／ 電話 0235-66-5476 ／ FAX 0235-66-4935 

 


